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図表1  中小企業の会計の認知度（経年比較）
　　　　拡大推計後

○ 中小企業の会計について、「知っている」と回答した企業は
　 平成21年度が42.0％となっている。過去４年間における中小
　 企業の会計に関する認知度は、平成19年度の44.0％が最も
　 高く、以降、横ばいの状況が続いていると見られる。

図表2  「中小企業の会計」に準拠した計算書類の
　　　    作成状況について（拡大推計後）

②完全に準拠していないが、保証協会の保証料
　割引制度や金融機関等による融資商品を利用
　している

①完全に準拠している

○ 中小企業の会計への準拠状況をみると、「主旨を理解して決算書を作成」が
    11.4％と多く、次いで、「完全に準拠」が 10.5％、「保証料率割引制度や金融
    機関等の融資商品を利用」が 6.1％の順になっている。
○ 指針へ「完全に準拠」と「一部準拠」の合計は、28.0％となっている。
○ 一方、「準拠していない」と「税理士等に一任しているため分からない」と回答
    した企業の合計は、70.6％となっている。

（%）

②6.1

③完全に準拠していないが、主旨を理解して決
　算書を作成している（②に該当するものを除く）
④準拠していない
⑤税理士等に一任しているため分からない
⑥その他

③11.4

④4.0⑤66.6
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図表３　決算書の開示理由について
②金融機関から資金調達を行うため

①株主や親会社への説明資料として提示
    するため

④適切な経営判断を行うため
⑤企業の経営状況を適切に把握するため

③信用保証協会の保証を受けるため
⑥社外からの信用力を向上させるため

⑦新規顧客を獲得するため
⑧その他
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○ 決算書等の開示理由を見ると、「金融機関から資金調達を行うため」が 80.1％
　 と最も多く、次いで、「株主や親会社への説明資料として」が 51.2％、「適切な
    経営判断を行うため」が 42.2％の順になっている。
○ 一方、書類の開示理由として、「新規顧客を獲得するため」と回答した企業は
    5.8％に留まっている。
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は
じ
め
に

　
平
成
�
年
３
月
�
日
に
「
中

小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
検
討

会
」
よ
り
公
表
さ
れ
た
「
中
小

企
業
の
会
計
に
関
す
る
基
本
要

領
」
（
以
下
「中
小
会
計
要
領
」

と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
既
に

研
修
会
等
も
各
地
で
開
催
さ
れ

注
目
を
浴
び
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
「
中
小
会
計
要
領
」
が
中

小
企
業
に
与
え
る
影
響
と
可
能

性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

１
　
「
中
小
会
計
要
領
」
制
定

の
背
景

　
中
小
企
業
の
み
に
適
用
す
る

正
式
の
会
計
の
ル
ー
ル
は
従
来

存
在
し
な
か
っ
た
が
、
商
法
改

正
の
大
き
な
流
れ
の
中
、
平
成

�
年
６
月
に
中
小
企
業
庁
「
中

小
企
業
の
会
計
に
関
す
る
研
究

会
報
告
書
」
、
同
年
�
月
日
本

税
理
士
会
連
合
会
「
中
小
会
社

会
計
基
準
」
、
更
に
平
成
�
年

６
月
日
本
公
認
会
計
士
協
会

「
中
小
会
社
の
会
計
の
あ
り
方

に
関
す
る
研
究
会
報
告
」
の
公

表
が
あ
り
、
こ
の
後
日
本
商
工

会
議
所
、
企
業
会
計
基
準
委
員

会
の
参
画
を
得
て
、
平
成
�
年

８
月
に
「
中
小
企
業
の
会
計
に

関
す
る
指
針
」
（
以
下
「
中
小

指
針
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ

数
次
の
改
正
を
経
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
制
定
後
に
普
及
施

策
と
し
て
日
本
税
理
士
会
連
合

会
で
は
「
中
小
企
業
の
会
計
に

関
す
る
指
針
の
適
用
に
関
す
る

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」を
作
成
し
、

こ
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
利
用

し
た
融
資
商
品
が
数
多
く
提
供

さ
れ
、
多
く
の
中
小
企
業
が
利

用
し
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
　

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
何
故

さ
ら
に
「
中
小
会
計
要
領
」
の

制
定
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。中
小
企
業
庁
が
行
っ
た
「平

成
�
年
度
中
小
企
業
の
会
計
に

関
す
る
実
態
調
査
事
業
」
に
は

興
味
深
い
調
査
実
態
が
数
多
く

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
「
中
小
企
業
の
会
計
の
認
知

度
（
経
年
比
較
）
」
（図
表
１
）

を
見
る
と
認
知
度
が
頭
打
ち
の

状
況
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に

「
中
小
企
業
の
会
計
に
準
拠
し

た
計
算
書
類
の
作
成
状
況
」（図

表
２
）
を
見
る
と
経
営
者
の
意

識
レ
ベ
ル
が
鮮
明
に
な
る
。
こ

の
よ
う
に
経
営
者
レ
ベ
ル
で
考

え
た
場
合
、
中
小
企
業
の
質
を

向
上
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
「
中
小
指
針
」
は
十
分
に

浸
透
し
て
い
な
い
状
況
が
浮
か

び
上
が
る
。

２
　
「
中
小
会
計
要
領
」
の
目

的
　
制
定
に
あ
た
り
「
中
小
会
計

要
領
」
は
、
中
小
企
業
の
特
性

を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
の
活
性

化
に
資
す
る
観
点
か
ら
と
り
ま

と
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、

経
営
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す

く
、
作
成
事
務
が
最
小
限
で
対

応
が
可
能
で
あ
り
、
簡
素
で
安

定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

向
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
前

提
か
ら
、
基
本
的
な
会
計
方
針

の
あ
り
方
を
以
下
の
よ
う
に
定

め
た
。

①
中
小
企
業
の
経
営
者
が
活
用

し
よ
う
と
思
え
る
よ
う
、
理

解
し
や
す
く
、
自
社
の
経
営

状
況
の
把
握
に
役
立
つ
会
計

②
中
小
企
業
の
利
害
関
係
者

（
金
融
機
関
、
取
引
先
、
株

主
等
）
へ
の
情
報
提
供
に
資

す
る
会
計

③
中
小
企
業
の
実
務
に
お
け
る

会
計
慣
行
を
十
分
考
慮
し
、

会
計
と
税
制
の
調
和
を
図
っ

た
上
で
、
会
社
計
算
規
則
に

準
拠
し
た
会
計

④
計
算
書
類
の
作
成
負
担
は
最

小
限
に
留
め
、
中
小
企
業
に

過
重
な
負
担
を
課
さ
な
い
会

計
　
ま
た
と
り
ま
と
め
の
基
本
的

な
方
針
は
以
下
の
よ
う
に
定
め

ら
れ
た
。

①
中
小
企
業
が
会
計
実
務
の
中

で
慣
習
と
し
て
行
っ
て
い
る

会
計
処
理
（
法
人
税
法
・
企

業
会
計
原
則
に
基
づ
く
も
の

を
含
む
。
）
の
う
ち
、
会
社

法
の
「
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣

行
」
と
言
え
る
も
の
を
整
理

す
る
。

②
企
業
の
実
態
に
応
じ
た
会
計

処
理
を
選
択
で
き
る
幅
の
あ

る
も
の
（
企
業
会
計
基
準
や

中
小
指
針
の
適
用
も
当
然
に

認
め
ら
れ
る
も
の
）と
す
る
。

③
中
小
企
業
の
経
営
者
が
理
解

で
き
る
よ
う
、
で
き
る
限
り

専
門
用
語
や
難
解
な
書
き
ぶ

り
を
避
け
、
簡
潔
か
つ
平
易

で
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
た

も
の
と
す
る
。

④
記
帳
に
つ
い
て
も
、
重
要
な

構
成
要
素
と
し
て
取
り
入
れ

た
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
中
小
会
計
要

領
」
は
中
小
企
業
が
導
入
し
や

す
く
、
導
入
す
れ
ば
企
業
の
経

営
成
績
や
財
政
状
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
出
来
る
必
要
最

低
限
の
会
計
ル
ー
ル
と
し
て
設

計
さ
れ
て
い
る
。

　
「
中
小
会
計
要
領
」
の
概
要

は
、
Ⅰ
総
論
、
Ⅱ
各
論
、
Ⅲ
様

式
集
の
３
部
で
構
成
、
全
体
の

特
徴
は
、
収
益
は
実
現
主
義
、

費
用
は
発
生
主
義
、
損
益
計
算

を
重
視
し
、
取
得
原
価
主
義
を

と
る
伝
統
的
な
会
計
と
な
っ
て

お
り
、
国
際
会
計
基
準
と
の
関

係
は
遮
断
し
て
い
る
。

３
　
中
小
企
業
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て

　
「
中
小
会
計
要
領
」
の
対
象

と
な
る
中
小
企
業
は
、
「
中
小

指
針
」
を
適
用
し
て
い
な
い
中

小
企
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
（
既
に
「中
小
指
針
」

を
適
用
し
て
い
る
会
社
は
適
用

し
続
け
る
こ
と
が
適
当
と
考
え

ら
れ
る
）
、
そ
の
実
数
は
正
確

に
は
分
か
ら
な
い
が
、
前
記
の

図
表
２
に
よ
れ
ば
約
７
割
が
対

象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま

た
そ
の
大
半
が
税
理
士
等
の
専

門
家
任
せ
と
な
っ
て
い
る
（
図

表
２
）
。

中
小
企
業
経
営
者
に
と
っ

て
、
決
算
書
の
開
示
の
目
的
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
図
表
３
に
よ

れ
ば
、
そ
の
大
半
が
金
融
機
関

等
の
限
ら
れ
た
利
害
関
係
者
向

け
の
利
用
で
あ
る
。
会
社
法
施

行
後
に
一
時
話
題
と
な
っ
た
決

算
書
の
公
告
問
題
に
つ
い
て
は

現
在
は
沈
静
化
し
て
い
る
が
、

「
中
小
会
計
要
領
」
の
制
定
に

あ
た
っ
て
は
主
要
な
中
小
企
業

団
体
が
参
画
し
て
い
る
た
め
、

今
後
多
方
面
で
採
用
が
要
請
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、
ま
ず
、
中
小
企
業
経
営
者

は
、
「
中
小
指
針
」
に
比
べ
て

理
解
し
や
す
い
「
中
小
会
計
要

領
」
を
一
読
し
、意
識
を
高
め
、

正
し
い
会
計
ル
ー
ル
を
導
入
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
、
税
理
士

の
側
と
し
て
も
経
営
者
へ
の
働

き
か
け
が
重
要
と
な
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
る
。

　
金
融
庁
は
金
融
円
滑
化
法
が

平
成
�
年
３
月
末
に
終
了
す
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
金
融
機
関
に

対
し
出
口
戦
略
を
明
確
に
す
る

よ
う
働
き
か
け
て
い
る
。
こ
こ

で
は
詳
細
に
ふ
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
例
え
ば
貸
付
先
を

①
経
営
改
善
支
援
対
象
企
業
、

②
事
業
再
生
支
援
対
象
企
業
、

③
廃
業
・
破
綻
処
理
対
象
企
業

等
に
分
類
し
て
対
応
し
て
い
こ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
中

小
会
計
要
領
」は
そ
の
中
で
「財

務
経
営
力
の
強
化
を
図
り
、
資

金
調
達
力
の
強
化
を
図
る
」
こ

と
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
う
た

っ
て
お
り
「
中
小
会
計
要
領
」

が
有
力
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
自

明
の
理
で
あ
ろ
う
。

（政
策
副
委
員
長
・
福
島
秀
一
）
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